
１．条 例 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結   果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

令 和 元 年 

議   案

第１４４号 

堺市職員等の旅費

に関する条例及び

堺市証人等の実費

弁償に関する条例

の一部を改正する

条例 

市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員に係る旅行

中の夜数に応じて支給する内国旅行の宿泊料の額につい

て見直しを行うこととし、所要の改正を行うもの 

本条例の改正に伴い、議会議員の内国旅行の宿泊料の

額についても同様に改正されるもの 

 

◯ 公布の日(令和2年3月 30日)から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ １ 号 

堺市災害弔慰金の

支給等に関する条

例の一部を改正す

る条例 

災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支

給等に関する法律施行令の一部改正により所要の改正を

行うもの 

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正により、

市町村において災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に

関する事項を調査審議する合議制の機関の設置が努力義

務とされたことを踏まえ、堺市災害弔慰金等支給審査委

員会を設置することとし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民

人 権 

議 案 

第 １ ２ 号 

堺市事務分掌条例

の一部を改正する

条例 

市長公室において分掌する泉北ニュータウン地域の再

生について、関連工事が進展することに伴い、当該工事

をより一層推進していくため、建設局に分掌させること

とし、所要の改正を行うもの   

ＩＣＴを活用した取り組みを推進していくため、ＩＣ

Ｔの活用に関する事務を分掌する市長の直轄組織として

ＩＣＴイノベーション推進室を新設することとし、所要

の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ ３ 号 

堺市非常勤の職員

の報酬及び費用弁

償に関する条例の

一部を改正する条

例 

市長が特に重要と判断する政策課題について、高度か

つ専門的な知識及び経験に基づき、課題解決方策に係る

調査研究、企画立案及び提言等を行う戦略アドバイザー

の職を設けることとし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ ４ 号 

堺市議会議員その

他非常勤の職員の

公務災害補償等に

関する条例の一部

を改正する条例 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計

年度任用職員制度が導入されることに伴い、給料を支給

される非常勤の職員の補償基礎額について所要の改正等

を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 



議 案 

第 １ ５ 号 

堺市附属機関の設

置等に関する条例

の一部を改正する

条例 

建設工事の請負とこれに関連する設計の委託等を同時

に発注する場合について、公募型プロポーザル方式、ま

たは公募型設計協議方式により受託者を選定し、随意契

約を締結できるようにすることとし、所要の改正を行う

もの 

さかいＮＰＯ協働大賞の受賞候補者の選定についての

審議及び審査が完了したため、当該審議等に関する事務

を行うさかいＮＰＯ協働大賞選考委員会を廃止すること

とし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ ６ 号 

堺市市税条例の一

部を改正する条例 

平成30年度税制改正において個人所得課税に関する

見直しが行われたことに伴い、令和2年度分の個人の市

民税の減免について特例措置を講ずるとともに、収益事

業を行わない公益社団法人等に対する法人の市民税の減

免について課税免除に改めることとし、所要の改正を行

うもの 

 

◯ 公布の日（令和2年3月 30日）から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ ７ 号 

堺市印鑑条例の一

部を改正する条例 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、

及び印鑑登録事務処理要領の一部改正に鑑み、意思能力

を有する成年被後見人について、印鑑の登録申請、印鑑

の登録廃止の届け出等の手続を行うことができるように

改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民

人 権 

議 案 

第 １ ８ 号 

堺市特定非営利活

動促進法施行条例

の一部を改正する

条例 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る

ための行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る法律等の一部を改正する法律による特定非営利活動促

進法の一部改正に伴い所要の改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和2年3月 30日）から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民

人 権 

議 案 

第 １ ９ 号 

堺市廃棄物の減量

化及び適正処理に

関する条例の一部

を改正する条例 

多様な市民感情により一層配慮するため、本市におけ

る動物の死体の処分の方法等に関する見直しを行い、愛

玩を目的として飼養されていた動物について、動物専用

炉における焼却による処分を行うことができるようにす

るとともに、当該処分に係る手数料を規定することとし、

所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年6月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議 案 

第 ２ ０ 号 

堺市食品衛生法施

行条例の一部を改

正する条例 

食品衛生法及び食品衛生法施行規則の一部改正に伴

い、厚生労働省令で定めることとされた営業の施設の公

衆衛生上必要な措置について本条例の規定を削除するこ

ととし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年6月1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 



議 案 

第 ２ １ 号 

堺市動物の愛護及

び管理に関する条

例の一部を改正す

る条例 

動物の愛護及び管理に関する法律及び動物の愛護及び

管理に関する法律施行令の一部改正並びに動物の愛護及

び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の制定を踏

まえ、法に基づく事務に関する手数料の規定についての

見直しを行うこととし、所要の改正等を行うもの 

 

◯ 令和2年6月 1日から施行。ただし、附則に1項を   

 加える改正規定は、令和 2年3月 2日から施行 

２月１８日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 案 

第 ２ ２ 号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う条項のずれを修

正し、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 ２ ３ 号 

堺市浄化槽保守点

検業者の登録に関

する条例の一部を

改正する条例 

浄化槽法の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うもの 

改正内容： 

浄化槽保守点検業者の遵守事項として、その営業所に

置く浄化槽管理士に必要な研修を受講させる旨の規定

を追加するもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 ２ ４ 号 

堺市幼保連携型認

定こども園の設備

及び運営に関する

基準を定める条例

の一部を改正する

条例 

内閣府・文部科学省・厚生労働省令である幼保連携型

認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準が一部改正されたことに伴う所要の改正を行うも

の 

 

◯ 公布の日（令和2年3月 30日）から施行。ただし、  

 附則第4項の改正規定、5年間を10年間に改める部分 

に限り、令和2年 4月1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 ２ ５ 号 

堺市イノベーショ

ン投資促進条例 

成長産業分野への投資や都市拠点である都心地域、中

百舌鳥地域及び泉ヶ丘地域への投資の促進など、本市に

おける雇用及び事業機会の拡大や税源涵養を図るため市

税の不均一課税措置を講ずることとし、堺市ものづくり

投資促進条例の全部改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議 案 

第 ２ ６ 号 

堺市営住宅条例及

び堺市特定優良賃

貸住宅管理条例の

一部を改正する条

例 

堺市パートナーシップ宣誓制度の趣旨に該当する性的

マイノリティへの支援を図るため、市営住宅などの入居

者資格について見直しを行うこと。民法の一部改正を踏

まえ、入居の手続等について見直しを行うこと。認知症

である入居者等について、収入申告に係る負担軽減を図

ることとし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 



議 案 

第 ２ ７ 号 

堺市公園条例の一

部を改正する条例 

パークマネジメントにおける民間活力の導入に当た

り、公園の設置目的を効果的に達成し、さらなる公園の

活性化を図るため、堺市公募対象公園施設設置等予定者

選定委員会において、指定管理者の候補者も同時に選定

することができるよう所要の改正を行うとともに、規定

の整備を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ２ ８ 号 

堺市水道事業及び

下水道事業の設置

等に関する条例の

一部を改正する条

例 

地方自治法の一部改正に伴う所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ２ ９ 号 

堺市公共下水道整

備基金条例を廃止

する条例 

本市の公共下水道の維持管理、そのほかの整備事業の

資金に充てる財源の確保を目的として設置している堺市

公共下水道整備基金について、令和元年度末の決算にお

いて累積欠損金の解消が見込まれることから、今後、資

金の積み立てが必要となった場合は、決算により生じた

利益の積み立てにより対応するため、本条例を廃止する

もの 

 

◯ 令和2年3月 31日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ３ ０ 号 

堺市区教育・健全

育成会議条例を廃

止する条例 

本条例に基づき、子どもの教育及び健全育成の充実を

図るための調査、審議及び意見の具申を行う附属機関と

して、各区に区教育・健全育成会議を設置し、各区では

この意見等を踏まえ、事業等が実施され、家庭、地域、

学校及び行政の連携が図られてきたが、各区における審

議、事業等の内容等が類似し、設置の必要性が見出しが

たくなり、これまでに示された提言を踏まえた取り組み

に注力すべき段階にあることから、区教育・健全育成会

議を廃止することとし、本条例を廃止するもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

文 教 

議 案 

第 ３ １ 号 

堺市立学校職員の

給与及び旅費に関

する条例の一部を

改正する条例 

地方公務員法の一部改正により、臨時的任用の適正の

確保を図ることとされたことを踏まえるとともに、高等

学校等教育職給料表の適用を受ける職員との均衡を図る

ため、小・中学校等教育職給料表の1級の最高号給を引き

上げることとし、所要の改正を行うとともに、規定の整

備を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行。ただし、附則第２項の

規定は公布の日（令和2年3月30日）から施行するも

の 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

文 教 

議   案

第 ５ ４ 号 

市長等の損害賠償

責任の一部の免責

に関する条例 

地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、市長等の

本市に対する損額賠償責任に関し、その職務を行うにつ

き、善意でかつ重大な過失がないときは、当該責任の一

部を免除することについて、必要な事項を定めるため、

本条例を制定するもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 



議   案

第 ５ ５ 号 

堺市国民健康保険

条例の一部を改正

する条例 

国民健康保険料における基礎賦課限度額の改定を行う

とともに、本市の国民健康保険料率について必要な特例

措置を講ずることとし、所要の改正を行うもの 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者に

対する保険料軽減の基準の見直しを行うため、所要の改

正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

起 立 多 数 

予 算 

審 査 

議   案

第 ５ ６ 号 

堺市地方独立行政

法人堺市立病院機

構の役員等の損害

賠償責任の一部の

免責に関する条例 

地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立行政法

人堺市立病院機構の役員等の法人に対する損害賠償責任

に関し、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失

がないときは、当該責任の一部を免除することについて

必要な事項を定めるため、本条例を制定するもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議   案

第 ５ ７ 号 

堺市職員の勤務時

間、休日、休暇等

に関する条例の一

部を改正する条例 

公立の小学校等の教職員の給与等に関する特別措置法 

の一部改正を踏まえ、教育職員の健康及び福祉の確保を

図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資するた

め、教育職員の業務量の適切な管理等に関する措置につ

いて定めることとし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

文 教 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ 号 

堺市議会委員会条

例の一部を改正す

る条例 

議会運営委員会の委員の定数を新たに 11 人と規定す

るために、堺市議会委員会条例の一部を改正するもの 

 

◯ 規則で定める日（令和 2年5月 18日）から施行 

３月２７日 

可 決 

賛 成 多 数 

（記名投票） 

省 略 

議 員 提 出 

議 案 

第 ２ 号 

堺市議会委員会条

例の一部を改正す

る条例 

堺市事務分掌条例（昭和47年条例第8号）の一部改正

に伴う常任委員会の所管について改正を行うもの 

 

◯ 令和2年4月 1日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 案 

第 ６ ３ 号 

堺市市税条例等の

一部を改正する条

例 

令和2年度税制改正による地方税法の改正及び新型コ

ロナウイルス感染症緊急経済対策による地方税法の改正

に伴い、所要の改正を行うもの 

改正内容： 

 個人の市民税について、未婚のひとり親に対して税制

上の措置を講ずる改正に伴い、減免規定等の改正を行

うもの 

固定資産税について、使用者を所有者とみなす制度の

拡大及び課税標準の特例による減額措置の適用期限の

延長等に伴う改正を行うもの 

法人の市民税について、国税における連結納税制度の

見直しに伴う改正を行うもの 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制

上の措置に伴う改正を行うもの 

  

◯ 個人の市民税の未婚のひとり親に係る減免規定の改

正については令和3年1月 1日、法人の市民税の連結

納税制度の見直しに伴う改正については令和4年4月

1日、これら以外は公布の日（令和2年6月 23日）か

ら施行 

６月１８日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 



議 案 

第 ６ ４ 号 

堺市介護保険条例

の一部を改正する

条例 

介護保険法施行令の一部改正を踏まえ、市町村民税世

帯非課税者等である被保険者に係る保険料率の軽減措置

について見直しを行うこととし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和2年5月 29日）から施行 

５月２８日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 案 

第 ６ ５ 号 

堺市保健所及び保

健センター条例の

一部を改正する条

例 

堺市西保健センターの移転に伴う所要の改正を行うと

ともに、規定の整備を行うもの 

 

◯ 令和2年8月 11日から施行。ただし別表の改正規定

は公布の日（令和2年6月 23日）から施行 

６月１８日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 ６ ６ 号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

の 

 

◯ 令和2年9月 1日から施行 

６月１８日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 ６ ７ 号 

堺市立青果地方卸

売市場条例の一部

を改正する条例 

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正

する法律の施行及び大阪府地方卸売市場条例の廃止に伴

い、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年6月 21日から施行 

６月１８日 

可 決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議 案 

第 ６ ８ 号 

堺市消防団員等公

務災害補償条例の

一部を改正する条

例 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部改正を踏まえ、非常勤消防団員等の損害補償に係

る補償基礎額及び障害補償年金前払一時金等が支給され

た場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定

に用いる利率について見直しを行うこととし、所要の改

正等を行うもの  

 

◯ 公布の日（令和2年6月 23日）から施行し、この条

例による改正後の第5条第 2項、附則第5条及び第 6

条並びに別表の規定は、令和 2年4月 1日から適用す

るもの 

６月１８日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議 案 

第 ７ ９ 号 

市長等の給与の特

例に関する条例の

一部を改正する条

例 

新型コロナウイルス感染症対策に当たり、感染拡大防

止と経済活動の両立を図りつつ、第2波への体制を着実

に整えることで、市民の安心安全を守る決意と覚悟を示

すため、本年6月から半年間、市長及び特別職の給与を

減額するもの 

市長は現行の30％減額から 45％減額、副市長は15％

減額から30％減額、教育長は7％減額から9％減額、常

勤の監査委員及び上下水道事業管理者は5％減額から

7％減額と減額率を拡大するもの 

 

◯ 令和2年6月 1日から施行 

５月２８日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ ６ 号 

堺市議会議員の議

員報酬の特例に関

する条例 

堺市議会議員の議員報酬の月額を令和2年6月 1日か

ら令和2年 11月 30日までの特例期間の間、堺市議会議

員の議員報酬等に関する条例別表に規定する額からその

100分の15に相当する額を減額するために本条例案を提

出するもの 

 

◯ 令和2年6月 1日から施行 

５月１８日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 



議      案

第１１５号 

堺市市税条例の一

部を改正する条例 

令和2年度税制改正及び新型コロナウイルス感染症の 

影響への対応に関する地方税法の一部改正に伴い、所要

の改正を行うもの 

改正内容： 

固定資産税について土地または家屋の登記簿上の所有

者が死亡している場合に、相続人等の現所有者に対し、

氏名、住所等の必要な事項を申告させることを定める

とともに、当該申告に係る過料について定めるもの 

個人の市民税について、新型コロナウイルス感染 症

の影響により文化芸術またはスポーツに関する行事を

中止等した主催者に対する入場料金等払戻請求権を放

棄した者への寄附金税額控除の適用について定めるも

の 

 

◯ 令和3年1月 1日から施行 

９月３０日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議      案

第１１６号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番

号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特

定個人情報の提供等に関する省令の一部が改正されたこ

とに伴い、所要の改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和2年10月5日）から施行 

９月３０日 

可  決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議      案

第１１７号 

堺市重度障害者医

療費助成条例の一

部を改正する条例 

福祉医療費助成制度に関する研究会において作成さ

れ、令和2年1月に公表された福祉医療費助成制度に関す

る研究会報告書に基づき、大阪府において令和3年4月か

ら重度障害者医療費助成制度における助成の拡充及び住

所地特例に係る見直しが行われることを踏まえ、本市に

おける当該助成制度に係る助成の範囲及び住所地特例の

対象施設等について見直しを行うこととし、所要の改正

等を行うもの 

 

◯ 令和3年4月 1日から施行 

９月３０日 

可  決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議      案

第１１８号 

堺市ひとり親家庭

医療費助成条例及

び堺市子ども医療

費助成条例の一部

を改正する条例 

大阪府において令和 3 年 4 月から福祉医療費助成制度に

おける助成の拡充が行われることを踏まえ、本市における

ひとり親家庭医療費及び子ども医療費の助成の範囲につい

て見直しを行うこととし、所要の改正等を行うもの 

 

◯ 令和3年4月1日から施行 

９月３０日 

可  決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議      案

第１１９号 

堺市いじめ問題再

調査委員会条例 

いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定に基づき、堺

市いじめ問題再調査委員会を設置することとし、必要な事

項について定めるため、本条例を制定するもの 

 

◯ 令和2年10月1日から施行 

９月３０日 

可  決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 



議      案

第１２０号 

堺市子どもを虐待

から守る条例の一

部を改正する条例 

子ども相談所長にあった虐待に係る通告及び相談につ 

いて、虐待の早期発見及びその重篤化の防止並びに子ど

も及び家庭への支援の充実を図るため、これを警察に対

して全件情報提供できるようにすることとし、所要の改

正等を行うもの 

児童虐待の防止等に関する法律の一部改正に伴い所要

の改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和2年10月5日）から施行 

９月３０日 

可  決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議      案

第１２１号 

堺市立ビッグバン

条例 

大阪府立大型児童館ビッグバンと泉ヶ丘公園等につい 

て、泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョンに位置づける子ども

コアの機能実現に向けて、本市がこれらを一体的に整備

し活用するため、大阪府からビッグバンの移管を受け、

当該施設を本市の公の施設として設置することとし、本

条例を制定するもの 

 

◯ 令和3年4月 1日から施行 

９月３０日 

可  決 

全 会 一 致 

建 設 

議   案

第１３３号 

堺市基金条例の一

部を改正する条例 

今後、より一層厳しい財政状況となることが見込まれ

る中、安定的な財政運営を行う上で必要となる財源を確

保するとともに、類似する基金の整理を行うため見直し

を行うこととし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和2年10月5日）から施行 

９月３０日 

可  決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議   案

第１３８号 

堺市土砂埋立て等

の規制に関する条

例 

土砂埋立て等に関する市、土砂埋立て等を行う者、土

砂を発生させる者及び土地の所有者等の責務を明らかに

し、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、

土砂埋立て等の適正化及び土砂埋立て等による災害の防

止を図り、もって生活環境を保全することを目的として

本条例を制定するもの 

 

◯ 令和3年4月 1日から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議   案

第１３９号 

堺市廃棄物の減量

化及び適正処理に

関する条例の一部

を改正する条例 

本市の区域内における家庭廃棄物に係る処理等の取扱

いの統一を図るため、旧美原町の区域内における古紙の

分別収集を廃止、また動物の死体の処理に係る手数料に

ついて、その対象となる範囲を規定上明記することとし、

所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和 3年 4月 1日から施行。ただし、別表の改正規

定は公布の日（令和2年12月23日）から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議   案

第１４０号 

堺市小口更生資金

貸付基金条例の一

部を改正する条例 

本市における小口更生資金の貸付金の償還に係る遅延

利息の割合について見直すとともに、その額の端数処理

等について規定上明記することとし、所要の改正等を行

うもの 

 

◯ 公布の日（令和 2年 12月 23日）から施行し、この

条例による改正後の第 7条の規定は令和 2年 4月 1日

から適用するもの 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 



議   案

第１４１号 

堺市国民健康保険

条例等の一部を改

正する条例 

地方税法及び租税特別措置法の一部改正を踏まえ、延

滞金の特例について所要の改正等を行うもの 

 

◯ 令和3年1月 1日から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議   案

第１４２号 

堺市障害者の日常

生活及び社会生活

を総合的に支援す

るための法律施行

条例の一部を改正

する条例 

障害支援区分認定に係る審査件数の増加が見込まれる

ことから、効率的な審査体制の整備として、堺市障害支

援区分認定審査会の審査部会の数を増加させるため、当

該審査会の委員の定数について見直しを行うこととし、

所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和3年4月 1日から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議      案

第１４３号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令による理

容師法施行規則等の一部改正、食品衛生法施行規則等の

一部を改正する省令の公布に係る通知等を踏まえ、理容

師法等に基づく検査等に係る手数料の額について見直し

を行うこととし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和2年12月 15日から施行 

１１月２６日 

可    決 

全 会 一 致 

省 略 

議      案

第１４４号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の制定

に伴い、同法に規定する輸出証明書の発行及び適合施設

の認定に関する事務に係る手数料を徴収することとし、

所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和3年1月 1日から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議   案 

第１４５号 

堺市食品衛生法施

行条例の一部を改

正する条例 

食品衛生法、食品衛生法施行令及び食品衛生法施行規

則の一部改正に伴う所要の改正等を行うもの 

 

◯ 令和3年6月 1日から施行。ただし、第1条の規定 

は令和3年 1月1日から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議   案

第１４６号 

堺市立幼保連携型

認定こども園条例

の一部を改正する

条例 

0 歳児から 5 歳児までの一貫した教育及び保育の提供

等による子育て支援の充実並びに医療的ケアを必要とす

る子どもに対する療育及び保育の提供による一体的な支

援を図るため、堺市立福泉中央こども園を廃止し、当該

こども園の所在地において、社会福祉法人が設置及び運

営を行う障害児通所支援事業所を併設する幼保連携型認

定こども園の整備及び開園を進めることとし、所要の改

正を行うもの 

 

◯ 令和4年4月 1日から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議   案

第１４７号 

堺市道路占用料条

例等の一部を改正

する条例 

地価の変動等に鑑み、本市所管の道路及び河川に係る

占用料、法定外公共物に係る使用料並びに公園に係る使

用料または占用料について、その額の改定を行うことと

し、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和3年4月 1日から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

建 設 



議      案

第１４８号 

堺市道路の構造の

技術的基準を定め

る条例の一部を改

正する条例 

道路構造令の一部改正を踏まえ、同令で定める基準を

参酌して定める本市が管理する府道及び市道に係る構造

の技術的基準について見直しを行うこととし、所要の改

正等を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和2年12月23日）から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

建 設 

議      案

第１４９号 

大阪狭山市の消防

事務を受託するこ

とに伴う関係条例

の整備に関する条

例 

大阪狭山市の消防事務を本市が受託することに伴い、

関係条例について消防職員の定数、分限、懲戒、給与等

に係る取扱いまたは消防署の設置、火災予防に係る基準、

手数料等に関する所要の改正を行うため、本条例を制定

するもの 

 

◯ 令和3年4月 1日から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議      案 

第１５０号 

堺市基金条例の一

部を改正する条例 

今後より一層厳しい財政状況となることが見込まれる

中、安定的な財政運営を行う上で必要となる財源を確保

するとともに、類似する基金の整理統合を行うため、基

金について見直しを行うこととし、所要の改正を行うも

の 

 

◯ 公布の日（令和2年12月23日）から施行 

１２月１８日 

可    決 

全 会 一 致 

文 教 

議   案 

第１５１号 

堺市立学校設置条

例の一部を改正す

る条例 

堺市幼児教育基本方針（令和 2年改定版）に基づき、

幼児教育の推進体制の充実に向け、公立の教育・保育施

設の研究実践機能の強化を図ることを目的に公立幼稚園

の再構築を行うため、研究実践園として選定した 4園を

除く公立幼稚園について廃止することとし、所要の改正

を行うもの 

 

◯ 堺市立第一幼稚園の廃止に関する規定については令

和 3年 4月 1日から施行。堺市立八田荘幼稚園、堺市

立東陶器幼稚園、堺市立登美丘東幼稚園及び堺市立北

八下幼稚園の廃止に関する規定については令和 5 年 4

月 1日から施行 

１２月１８日 

可    決 

起 立 多 数 
（付帯決議あり） 

文 教 

議   案 

第１７２号 

堺市職員の給与に

関する条例等の一

部を改正する条例 

令和 2年 4月の民間給与との比較等に基づく人事委員

会勧告を踏まえ、一般職の職員の期末手当について改定

することとし、所要の改正を行うもの 

一般職の職員の期末手当の年間支給割合を 0.05 月分

引き下げるもので、令和2年度については12月期の期末

手当を0.05月分引き下げ、令和3年度以降については 6

月期及び12月期の期末手当をそれぞれ0.025月分ずつ引

き下げ、支給月数が均等となるよう改定するもの 

 

◯ 公布の日（令和 2年 11月 27日）から施行。令和 3

年度以降の支給割合に係る改正規定は令和 3年 4月 1

日から施行 

１１月２６日 

可    決 

全 会 一 致 

省 略 

議 員 提 出 

議     案 

第 ３ ３ 号 

堺市議会議員の議

員報酬の特例に関

する条例の一部を

改正する条例 

本年 5月の定例会において全議員が提案者となり可決

された、堺市議会議員の議員報酬について令和 2年 6月

から令和2年11月まで特例期間として定めたものを令和

3年 5月まで 6か月間これを延長し、堺市議会議員の議

員報酬等に関する条例別表に規定する額からその 100分

の 15に相当する額を減額するもの 

１１月２６日 

否    決

起 立 少 数 

省 略 



 


